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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年５月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２９年１月２７日 １７時４２分ごろ 

発生場所 長崎県五島
ご と う

市戸
と

楽
らく

漁港北方沖 

 福江
ふ く え

港２号防波堤灯台から真方位３１４°１,０７０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４２.４′ 東経１２８°５０.７′） 

事故の概要  漁船福
ふく

宮
みや

丸は、西北西進中、火災が発生した。 

福宮丸は、機関室等に焼損を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 福宮丸、４.６トン 

 ＮＳ３－６０４８４８（漁船登録番号）、個人所有 

 １３.００ｍ（Lr）×２.７０ｍ×１.０８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３５８kＷ、昭和５３年６月 

 第２９２－５１２７２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成６年１２月１日 

  免許証交付日 平成２５年１２月２日 

（平成３１年１１月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 操舵室及び機関室に焼損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、風力発電施設の影響調査の目的

で、平成２９年１月２７日１５時００分ごろ戸楽漁港を出港した。 

本船は、一旦五島市福江港に入港し、甲板員１人が乗り組み、電力

会社の職員と打合せを行った後、１７時００分ごろ福江港東南東方沖

の風力発電施設に向けて出港した。 

 本船は、福江港の３号、４号及び５号防波堤間の各水路を通過して

港界付近を約８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で東南

東進中、主機の冷却水温度上昇警報装置が作動したので、船長が主機
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を停止して機関室の点検を行ったが、機関室の温度が通常運転時と 

変わらず、主機冷却清水用リザーブタンクの清水も通常と変わらない

状態であった。 

 船長は、主機の冷却清水タンク（以下「冷却清水タンク」とい

う。）内の清水が減っているのではないかと考え、冷却清水タンクの

キャップを開けたところ、清水が噴出した。 

船長は、冷却清水タンク内の清水が減少したので、保有していた約

６ℓ の清水及び約２ℓ のクーラント剤を補給したところ、主機の冷却

水温度上昇警報装置が正常な状態に戻ったものの、機関整備業者に 

点検してもらうこととし、戸楽漁港に戻ることにした。 

 本船は、途中福江港で冷却清水タンクに清水を補給した後、戸楽 

漁港に向けて約８knの速力で戸楽防波堤沖を西北西進中、１７時 ４

２分ごろ船尾排気管から黒煙が上がり、さらに同漁港内で操舵室前方

の機関室出入口から黒煙が出始めた。 

本船は、岸壁に係留して主機を停止した後、船長が機関室出入口 

の蓋を開けて機関室内を確認したところ、主機の右舷船首部付近に 

炎を認めたので、操舵室にあった持運び式消火器で消火を試みたが、

火勢が強まった。 

本船は、船長が甲板員と共に岸壁に避難した後、１１９番通報を行

い、駆けつけた消防隊員によって消火活動が行われ、１８時ごろ鎮火

したものの２２時ごろ沈没し、２８日引き揚げられた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、機関室の右舷船首部付近の焼損が激しく、同付近に敷設さ

されたバッテリから主機の始動機に至る電気配線に光沢のある溶融痕

が残っていた。 

本船は、平成２５年ごろに中古で購入したものであり、購入時から

本事故発生時まで電気配線及び主機の警報装置の点検が行われていな

かった。 

本船は、本事故後、冷却清水タンクに清水が満たされた状態であっ

たことが確認された。 

本船は、全速力前進時の速力が約２８kn であった。 

船長は、戸楽漁港及び福江港を出港する際、機関室の点検を行った

が油の漏えい
．．

等の異常を認めておらず、また、船尾排気管から冷却海

水が正常に吐出しているのを確認していた。 

（写真１ 本船の焼損状況、写真２ 機関室の焼損状況、写真３ バッ

テリから主機の始動機に至る電気配線の状況、写真４ 短絡痕の状況 

参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

不明 

不明 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

本船は、戸楽漁港北方沖を西北西進中、機関室から出火したものと

考えられる。 

本船は、機関室右舷船首部付近に敷設された電気配線に短絡痕が 

認められたことから、同電気配線が短絡して出火した可能性があると

考えられるが、出火した状況を明らかにすることはできなかった。 

主機の冷却水温度上昇警報装置は、次のことから冷却清水不足又は

冷却海水系統の異常によって作動したものではなく、誤動作した可能

性があると考えられるが、同警報装置が作動した状況を明らかにする

ことができなかった。 

① 本船は、戸楽漁港及び福江港を出港する際、船尾排気管から 

冷却海水が正常に吐出していたこと。 

 ② 本船は、主機の冷却水温度上昇警報装置が作動し、船長が機関

室の点検を行った際、機関室の温度が通常運転時と変わらず、主

機冷却清水用リザーブタンクの清水も通常と変わらない状態であ

ったこと。 

 ③ 本船は、船長が冷却清水タンクに清水等を補給した後、冷却水

温度上昇警報装置が正常な状態に戻ったこと。 

 ④ 本船は、本事故後、冷却清水タンクに清水が満たされた状態で

あったこと。 

 ⑤ 本船は、購入時から本事故時まで電気配線及び主機の警報装置

の点検が行われていなかったこと。 

本船は、戸楽漁港北方沖を西北西進中、主機が機関室で発生した火

災による煙を給気口から吸い込んで不完全燃焼を起こし、排気口から

黒煙を発したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、戸楽漁港北方沖を西北西進中、機関室から出火

したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・定期的に電気配線及び主機の警報装置の点検を行うこと。 
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写真１ 本船の焼損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 機関室の焼損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船尾方向 

焼損の激しかった場所 バッテリから主機の始動機に

至る電気配線 
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写真３ バッテリから主機の始動機に至る電気配線の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 短絡痕の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バッテリから主機の始動機に

至る電気配線 

主機用バッテリ 短絡痕の場所 

船尾方向 

短絡痕 

船尾方向 


